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第１ 施設運営主体  

名称 北名古屋市 

所在地 北名古屋市西之保清水田１５番地 

電話番号 0568-22-1111 

代表者 市長 太田 考則 

 

第２ 利用施設  ＊土曜日保育は一部集約化 

（鹿田北・六ツ師保育園→能田保育園 沖村・中之郷保育園→西之保保育園） 

施設の種類 保育所 

施設の名称 北名古屋市立西之保保育園 

施設の所在地 北名古屋市西之保西出５５番地 

連絡先 電話 ０５６８－２１－０２６６ 

管理者 園長 中川 敦美 

開設年月日 昭和３２年５月１日 

開設時間 ７：３０～１９：３０ 

対象児童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育を必

要とする小学校就学前児童 

利用定員 4月 2日時点で満３歳以上の児童       ７５人 

4月 2日時点で満１歳以上満３歳未満の児童  ４4人 

4月 2日時点で満１歳未満の児童        ６人 

 

第３ 施設の目的・運営方針 

   北名古屋市立能田保育園（以下「当園」という）は、児童福祉法第３９条の規定に基づき、

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とします。 

（１） 当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育提供を行うことにより、すべての子どもが、

健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。 

（２） 当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、保育

を提供するよう努める。 

（3） 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、小学校、他の保育施設

等、地域子ども支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

（4） 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。 

  ＊園児の育ちを支えるために作成している保育要録等の記録を、就学先や転所先に引き継ぐ。 

 

第４ 提供する保育の内容 

   当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、

利用子どもの心身の状況等に応じて、保育を提供する。 
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第５ 施設・設備等の概要 

（１） 施設 

事業開始年月日 敷地面積 建物延面積 構   造 

昭和３２年５月１日 ２,７７０.２４㎡ １,２９２.６０㎡ 
鉄筋コンクリート造２

階建て 

（２） 主な設備 

設 備 部屋数 備 考 

乳 児 室  室 さくらんぼ組（0歳クラス） 

いちご・ばなな組（1歳児クラス） 

めろん・ぶどう組（2歳児クラス） 

保 育 室  室 きりん組（5歳児クラス） 

ぱんだ組（4歳児クラス） 

りす・うさぎ組（3歳児クラス） 

遊 戯 室 1 室  

給 食 室 １室  

医 務 室  1 室  

職 員 室  1 室  

 

第６ 職員の配置状況 

   当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおり

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

※その他必要に応じて職員を配置しています。 

 

第７ 職員の勤務体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 種 員 数 常 勤 非常勤 備 考 

園 長 １ 1   

副園長 １ 1   

保育士 24 17 7  

看護師     

用務員 3  3  

職 種 勤務時間 備 考 

A勤務 ７：３０～１６：１５ 早番勤務 

B勤務 ８：００～１６：４５ 早番勤務 

C 勤務 ８：３０～１７：１５ 通常勤務 

D勤務 ９：４５～１８：３０ 遅番勤務 

E 勤務 １０：４５～１９：３０ 遅番勤務 
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第８ 保育を提供する日 

 （1） 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までです。ただし、国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第 178号）に規定する休日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）は

除きます。 

 （2） 前項の規定に関わらず、保育の提供を行う上で必要があるまたはやむを得ない事情が

あるときは、あらかじめ利用園児の保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に

保育を提供することがあります。 

 （3） 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育の提供を行わないことがあり

ます。 

 （４） 退所日は、原則月末となります。 

 

第９ 保育を提供する時間 

（1） 保育標準時間認定にかかる保育時間は、7時３０分から 18時 30分までの範囲内で保

育を必要とする時間となります。実際保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保

育を必要とする時間を勘案し、園長との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、19

時３０分までの範囲内で、延長保育を提供いたします。 

（2） 保育短時間認定にかかる保育時間は、8時 30分から16時 30分までの範囲内で、保

育を必要とする時間となります。実際に保育を提供する日及び時間帯は就労時間その他保

育を必要とする時間帯を勘案し、園長との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時

30分から8時30分まで及び16時 30分から 19時 30分までの範囲内で延長保育を

提供いたします。 

（3） クラス別を主体とした保育は、8時30分から 15時 30分までです。その後は順次降

園します。１６時から１６時３０分は、異年齢保育で降園を待ちます。土曜日は異年齢保

育を行います。 

（4） 保護者が休日などで在宅している園児の保育時間は、原則として保育の必要な事由に欠

ける状態であることから、保育時間はクラス保育の時間とします。 

（5） 入園後、一週間程度お子さんの状態に合わせたお迎えも可能です 

（6） 心身に障害のある園児の保育時間は、その園児の発達や実情に応じて定めてまいります

のでご相談ください。 
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第１０ 提供する保育等の内容 

当園は、保育所保育指針に基づき、園児の心身の状況に応じて、次に掲げる保育の提供

等を適切に行います。保育園では、次のことを大切に考え、保育をします。 

 

（1） 子どもは人との関わりの中で育ちます 

子どもはそれぞれの個性を持って保育園に入園してきます。その姿をまるごと受け

止め、一人一人に寄り添い、「先生大好き」の信頼関係を作りながら、どの子も安定

した園生活が送れるようにします。 

また、同年齢や異年齢集団の中で、「友達を認める心」「認められる喜び」を経験

しながら、自尊心を高め、人としての基本を学びます。 

（2） 子どもは毎日の生活の中で安心と安定を得て育ちます 

毎日の繰り返しの中で、基本的生活習慣が身につくと、一日の生活の流れを見通し

て意欲的に行動できるようになります。「トイレが一人でできた」「自分で服を着るこ

とができた」という達成感は、自立心を育てます。 

また、手伝いや小さい子の世話をするなど様々な経験は、自信や満足感を育て、ま

たやってみようという意欲につながります。 

（3） 子どもは遊びの中で育ちます  

保育園では、全身を使って思い切り遊ぶことを大切にしています。「おもしろい」「た

のしい」「もっとやりたい」と夢中になって遊ぶことで、子どもにバランスのとれた心

と体、五感が育ちます。 

また、遊びの中でいろいろな知恵や能力が培われ、人との関わり方、生きるための

基礎的な力が育まれていきます。 

（4） 子どもはいろいろな体験を通して学びます  

小動物や昆虫の飼育、花や野菜の栽培、散歩などの体験は、自然や社会との関わり

を通して、興味関心を高め、探究心や知的好奇心を育てます。 

また、絵本、人形劇、音楽などの文化や伝承遊びは、豊かな感性や表現する力を育

み、創造性の芽生えを子どもに培っていきます。 

（5） 保育園・家庭・地域が一体となる子育てを支援します 

保育園は、地域の遊び場や交流の場として開放し、子育て相談や情報提供などの 支

援を行い、子どもの健やかな成長を保護者と一緒に考えていきます。 

また、さまざまな地域との交流活動を行います。中でも、小学校との交流は、憧 れ

を育み、期待を就学へとつなげていきます。 

地域全体で手をつなぎ、子育てを支え子どもの健やかな成長を見守っていきます。 

（6） 保育園の一日 

※ 離乳食、食物アレルギー対応食を提供し、宗教食の配慮もします。 

※ ３歳児は４月～１０月、4・5歳児は夏期のみ午睡します。 



5 

 

 

（７） 年間行事計画 

保育園では、生活に張りと楽しさを作るために、いろいろな行事を行っています。 

予定ですので、中止・変更する場合があります。※保護者による保育参加を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

※年長組社会見学は日程など未定（バス代の徴収があります） 

時 間 ３・４・５ 歳 児 時 間 ０・１・２ 歳 児 

７：30 

 

８：30 

 

９：00 

 

 

11：30 

 

13：00 

 

14：30 

 

 

15：30 

16：00 

16：30 

18：30 

19：30 

早朝保育 

異年齢保育 

クラス保育 

健康観察 持ち物整理 

生活(手洗い うがい  

排泄など) 

遊 び  散 歩 

食事準備 食 事 

 

午睡 

 

生  活  遊 び 

おやつ準 備 お やつ  

降園準備 健康観察  

順次降園 

異年齢で降園を待つ 

夕方保育 

延長保育 

 

7：30 

 

８：30 

 

９：00 

 

10：00 

 

11：３0 

 

12：30 

14：30 

 

 

15：30 

16：00 

16：30 

18：30 

19：30 

早朝保育 

異年齢保育 

クラス保育 健康観察 

 

生  活  遊 び  

お やつ 

遊 び  散 歩  

 

食 事 

 

午 睡(年間通して実施) 

お やつ  

遊  び  

降園準備 健康観察  

順次降園 

 

夕方保育（異年齢保育） 

延長保育 

 

月  行  事  名 

４月 保育始め 入園式 こどもの日 

５月 保育参観及び個人懇談会（幼児組）   

６月 保育参観（乳児組） プール開き 

７月 七夕まつり 夏まつり（保護者会主催） 

８月 プール終了 

９月 祖父母の集い（幼児組） 個人懇談会（年長組） 

１０月 運動会ごっこ（幼児組） 遠足（幼児組）  

１２月 保育参観（幼児組） クリスマス会  

  1 月 個人懇談会（年少・年中組） 

２月 節分 保育参観（乳児組） 

3月 ひなまつり お別れ会 卒園式 保育終了日 

３歳児 ４月～１０月 

4・5 歳児 6 月～9 月上旬  
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（8） 給食の提供  

ア 3 歳児未満・3歳児以上に分けて、管理栄養士が作成した献立を基に実施し、食事は

主食・副食・牛乳の完全給食です。降園時サンプルを玄関前に展示します。食物アレルギ

ーがある場合は、医師の指導に基づきご相談させていただきますので、お申し出ください。 

イ 土曜日については、昼食及び午後 3時を超えて保育が必要な場合のおやつを持参して

ください。０～2歳児は、保育園で用意しますが、午後3時を超えて保育が必要な場合の

おやつについては、持参していただきます。 

（９） 障害児保育 

心身に障害を有し、かつ集団保育が可能な児童を保育所で受け入れ、健常児とともに保

育することにより、障害児の成長・発達の促進を図り、障害児に対する理解を深めます。 

心身に障害のある園児の受け入れは、面接及び幼児教育・保育支援委員会において検討

したうえで入園となります。 

 

第１１ 利用料金 

（１） 保育料 

ア ３～５歳児 

保育料無償化に伴い負担無し。 

イ ０～２歳児 

所得に応じて負担。（生活保護世帯・里親・住民税非課税世帯については、無償化対象。） 

（２） 給食費 

ア ３～５歳児 

月～金曜日の給食費は、一か月当たり６０００円徴収します。ただし、生活保護世帯、

里親、年収３６０万円未満相当世帯の児童及び全ての世帯の第３子以降の児童について

は徴収を免除します。（第３子は同一世帯から、保育所・幼稚園・認定こども園・ひま

わり園・ひまわり西園等を利用しているお子様において３人目以降のお子様を指しま

す。） 

※土曜日については昼食及び、おやつを持参していただきます。 

イ ０～２歳児 

保育料に給食費が含まれています。 

※土曜日の昼食については、保育園で用意しますが、午後のおやつについては、持参し

ていただきます。 

（３） 延長保育事業に係る利用者負担 

 

 

 

 

表に挙げる費用を負担していただきます。お支払方法については別途お知らせします。 

 

 第１２ 利用の就労に関する事項 

      園児が、次に該当する場合は、保育の提供を終了するものとします。 

  （１） 園児の保護者が、利用の基準に該当しなくなったとき 

  （２） その他、保育所の利用を継続することが困難な事由があるとき 

項  目 区  分 金  額 

延長保育利用料 
１８時３０分以降保育 

生活保護世帯は除く 

月額 2,000円 
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 第１３ 健康管理に関する事項 

（１） 健診等について 

・ 保育園では、内科・歯科・眼科健診・尿検査を行います。 

   

（２） 感染症について 

     ・ 感染症またはその疑いがある時は、医師の指示に従い、全快するまで登園させないよ

うにしてください。（詳しくは次項表参照） 

     ・ 登園時は、北名古屋市感染症治ゆ証明書を提出してください。証明書は北名古屋市HP

及び、保育園にあります。 

【感染症の登園基準】 

（３） 怪我について 

・ 園児は発達の成長過程により、行動の特性、友だちの関わり等において怪我をすることが 

  集団保育の中で起こる場合があります。 

・ 小さな擦り傷などの怪我は、伝言しないこともありますので、ご了承ください。 

（４） 与薬について 

 病   名 登 園 の 基 準 

１ インフルエンザ 
発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで

インフルエンザの治ゆ証明書の提出は不要 

２ 
新型コロナ 

ウイルス感染症 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過す

るまで 新型コロナウイルス感染症の治癒証明書の提出は不要 

３ 百日せき 
特有のせきが消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで 

４ 麻しん 解熱した後３日を経過するまで 

５ 流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、か

つ、全身状態が良好になるまで 

６ 風しん 発疹が消失するまで 

７ 水痘（みずぼうそう） すべての発疹が、かさぶたになるまで 

８ 咽頭結膜熱 
主な症状（発熱・咽頭炎・結膜炎）が消退した後 2 日経過するま

で 

９ 結核 医師の許可がでるまで 

10 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 

◎他に腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイ

ルス性肺炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐

下痢症、ＲＳウイルス感染症、突発性発疹、帯状疱疹等があります。その他、集団感染の恐

れがある場合、保育を自粛する場合があります。 

※ 症状により学校医、その他医師において伝染のおそれが無いと認めたときは、この限り

ではない。 
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   ・ お子さんの薬については、本来保護者の方が与えていただくものですが、緊急やむを得な 

い理由で保護者の方が困難な時には、保育園にご相談ください。 

（５） その他健康管理について 

   ・ 発熱（おおむね37.5℃以上）、下痢、嘔吐などの体調不良時は登園を見合わせてください。 

   ・ 保育中に発熱、発病、怪我などの場合は連絡しますので、すみやかに迎えにきてくだい。 

   ・ 年長児希望者は、フッ化物洗口を行います。 

（６） 園医 

《内科》 小 林 産 婦 人 科  ２２－３３２０  西之保深坪８２－２ 

《眼科》 西春眼科クリニック  ２６－７１２２  西之保立石３ 

《歯科》 え き ま え 歯 科  ２５－２０００  九之坪東町７－２ 

（７） 病児・病後児保育 

病時期、病気回復期で集団生活が困難な場合に、市内の医療機関である師勝クリニックで、 

一時的に保育します。ご利用に際しては、師勝クリニックへ、又制度に関しては北名古屋市 

役所子育て支援課にお問い合わせください。（有料） 

（８） 災害共済給付制度への加入 

保育園では、在園する乳幼児の不慮の事故に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センタ 

ーと災害救済給付契約を結んでいます。災害救済給付は、保育園の管理下において乳幼児が

災害に遭った場合、見舞金の給付を保護者に対して行う制度です。 

・ 共済掛金は、北名古屋市が負担しています。 

・ 給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法、またはこれに基づく法令

（政令、省令、通達）に定められており、事故の状況等により審査の上決定されます。 

（９） 緊急時等の対応方法 

保育を行っているときに園児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保

護者の緊急連絡先等又は医療機関への連絡を行います。 

 

第１４ 災害時における保育の実施について 

災害時における保育については下記のようにいたします。ご理解、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

１ 暴風（雪）警報が発表された場合 

⑴ 登園前に名古屋地方気象台から暴風(雪)警報が発表された場合 

    ア 午前 6時30分までに警報が解除された場合は、平常通り保育を実施します。 

    イ 午前 6時30分を過ぎて午前 11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経

て保育を実施します。 

    ウ 午前 11時以降警報が継続されている場合は、保育を実施しません。 

   ⑵ 登園後、暴風(雪)警報が発表された場合、保護者にはメール配信等によりお知らせします。

すみやかに児童の引き取りをお願いします。 

   ⑶ 台風接近による給食中止について 

     状況により、前日までに給食中止を決定する場合があります。 

    備考：北名古屋市の警報に関する情報は気象庁のホームページや NHKデータ放送でご覧に 

なれます。 

２ 大雨（浸水害）・洪水等の警報が発表された場合、又は災害が発生（浸水・倒壊・火災等） 

した場合 

   ⑴ 登園前に、大雨（浸水害）・洪水等の警報が発表された場合、又は災害が発生（浸水・倒 
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    壊・火災等）した場合 

    ア 状況により、臨時休園等の必要な措置を講じます。 

    イ 上記の措置は、保育園からメール配信等にて連絡します。なお、措置を講じない場合は

連絡いたしません。 

   ⑵ 登園後に、大雨（浸水害）・洪水等の警報が発表された場合、又は災害が発生（浸水・倒 

    壊・火災等）した場合 

 状況により保育園からメール配信ならびにホームページ等により連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 特別警報が発表された場合 

   ⑴ 登園前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合 

    ア 登園を見合わせてください。 

    イ 特別警報解除後も、災害状況及び気象・道路の状況等で危険な場合は、登園を見合わせ

てください。 

   ⑵ 登園後に名古屋地方気象台から特別警報が発表された場合 

    ア 児童の生命・安全を守る最善の対応として、次のいずれの方法をとります。保護者には

メール等により連絡いたします。 

      ① 保育園で一時待機 ②外部の避難場所への移動 ③保護者による引き取り帰宅 

   

 

 

 

    

  

 

 

 

 

４ 震度５弱以上の地震発生または「南海トラフ地震臨時情報」(巨大地震警戒)が発表された場合 

 ⑴ 登園前の場合 

    自宅ないし指定避難場所に待機し、保育園からメールならびにホームページ等により連絡が 

あるまで登園させないでください。 

 ⑵ 登園後の場合 

    震度 5弱以上の地震が発生した場合、被害状況等を確認しメール等により児童の引き取りを 

依頼します。 

 

５ その他 

⑴ 保育園再開は、災害対策本部の指示に基づき行います。保育園からの連絡をお待ちください。 

⑵ 保育園からの連絡 

   緊急の場合、保育園からのメール配信あるいはホームページ等にて連絡します。 

   原則として、個人で保育園へ問合せをしないようお願いします。 

⑶ 災害情報の確認 

参考：避難情報 

新川流域については、避難行動を促す河川氾濫情報が発表されます。 

警戒レベル３⇔氾濫注意情報⇔危険な場所から高齢者は避難 

警戒レベル４⇔氾濫危険情報⇔避難指示⇔危険な場所から全員避難(立退き避難・垂直避難) 

警戒レベル５⇔氾濫発生情報⇔緊急安全確保⇔命の危険、直ちに安全確保 

 

参考：特別警報 

 １ 特別警報の発表基準 

  ・数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪等が予想される場合、現象の種類に応じて「大 

雨」「暴風」「波浪」「暴風雪」「大雪」の特別警報として発表される。 

  ・「大津波警報」「噴火警報」「緊急地震速報(震度 6弱以上)」は特別警報として位置づ 

けられる。ただし、「○○特別警報」として改めて発表はされない。 

 ２ 特別警報発表時の対応の原則 

    ”ただちに命を守る行動をとる！“ 
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   市役所ホームページで、災害時の情報が確認できます。また、市役所ホームページから「防 

災ホットメール」に登録すると市の緊急情報を自動的に受信できます。また、気象庁のHP上 

の「キキクル」で大雨に関する情報を確認でき、登録すれば危険度の高まりを自動受信できま 

す。 

 

第１５ 苦情の受付について 

    当園における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けています。 

 

 

 

 

 

第１６ その他留意していただきたいこと 

（1） お子さんの服装は、動きやすく汚れても良いものをお願いします。 

（2） 保育を必要とする事由（就労先等）や家庭状況等が変更になる場合は、すみやかに園長、

副園長、担任保育士にお申し出ください。必要に応じ、支給認定の変更申請（届）の提出

が必要です。 

（3） 迎えの人が変わる場合や迎えの時間に遅れる場合は、必ず連絡をください。連絡がない

場合は、保護者と確認が取れるまで園児はお渡しできません。 

（4）  交通安全に心掛け、ゆとりを持って登降園させてください。 

（5）  保育時間中、電話による担任の呼び出しは、出来るだけご遠慮ください。 

（6） 開所時間中に、全ての利用乳幼児が帰宅するなどにより利用乳幼児のいない時間帯が生  

じた場合は閉所します。保育所に対して至急連絡を取る必要が生じた際には、北名古屋市 

役所（℡２２－１１１１）へご連絡ください。（市役所閉所時間は宿直対応になります。） 

 

市役所児童課 苦情解決責任者 保育士長 ℡ ２２－１１１１ 

当園苦情相談窓口 苦情受付担当者 園長 ℡ ２１－０２６６ 

第三者委員 ※第三者委員は、園に掲示してありますのでご確認ください。 


